
障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金交付要綱（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障がい者スポーツ地域大会の付加価値や内容を充実することにより、

障がい者や地域住民が身近な場所で障がい者スポーツに触れる機会を創出し、障がい者ス

ポーツへの興味・関心、理解の向上を図るとともに、障がい者が継続的に参加可能なスポ

ーツ活動の場を拡充するため、競技団体等が行う大会運営に要する経費に対し、神奈川県

（以下「県」という。）が予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金

の交付等に関する規則（昭和 45 年神奈川県規則第 41 号。以下「規則」という。）に規定

するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「障がい者スポーツ地域大会」とは、県内会場において開催さ

れる障がい者が参加する地方大会レベル（国際大会や全国大会を除く。）のスポーツ大会

であって、大会開催と併せてパラスポーツ教室又は体験会を実施する大会をいう。 

２ この要綱において「障がい者」とは、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第２条

第１号に規定する障害者をいう。 

 

（補助対象者の要件） 

第３条 補助対象者は、次の各号の全ての要件に該当する民間競技団体等とする。 

(1) 障がい者スポーツの振興を目的として活動を行う団体 

(2) 県内に事務所又は活動の本拠を有する団体 

(3) 県内で障がい者スポーツ地域大会の開催を予定している団体 

(4) 県内で継続的に障がい者スポーツ振興に寄与すると認められる団体 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、障がい者スポーツ地域大

会とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、宗教的又は政治的な活動の普及や宣伝を目的に含む障がい

者スポーツ地域大会は補助の対象としない。 

 

（補助対象期間） 

第５条 補助の対象とする期間（以下「補助対象期間」という。）は、交付決定日から当該

日が属する県の会計年度の３月 31 日までとする。ただし、事前着手届（第３号様式）を

提出した場合は、当該年度の４月１日又は事前着手届提出日のいずれか遅い日から当該年

度の３月 31日までとする。 

※今回の募集は、予算議決前の準備行為として開始するものであり、 

この要綱は、令和８年度当初予算案に係る神奈川県議会の議決がな 

され、予算が発効する令和８年４月１日に施行する予定です。 



（補助対象経費） 

第６条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業を実施する

ために必要なものとし、その範囲は別表１のとおりとする。ただし、別表２に定める経費

を除いたものとする。 

 

（補助額の算出方法等） 

第７条 補助額は、総事業費から国庫支出金、起債額及びその他の特定財源を控除した額

のうち、別表１に掲げる補助対象費目の合計の３分の１の額と補助限度額 35 万円のいず

れか少ない額とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。 

 

（利益等の排除） 

第８条 補助事業において、補助対象経費の中に補助金等の交付を受けようとする者又は

補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)の自社調達又は財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）第８条第８項に規定する関

係会社からの調達がある場合、次のとおり、補助対象経費から利益等相当分の排除を行

うものとする。 

(1) 補助事業者（間接補助事業者を含む。以下同じ。）が以下のアからウまでの関係にあ

る会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も

含む。）は、利益等排除の対象とする。 

ア 補助事業者自身 

イ 100％同一の資本に属するグループ企業 

ウ 補助事業者の関係会社（上記イを除く。） 

(2) 利益等排除の方法 

ア 補助事業者の自社調達の場合 

原価をもって補助対象額とする。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価を

いう。 

イ 100％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をも

って補助対象額とする。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単

独の損益計算書）における売上高に対する売上総利益の割合（マイナスの場合は０

とする。） をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。 

ウ 補助事業者の関係会社からの調達の場合（上記イを除く。） 

取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合

計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とする。これにより



がたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高

に対する営業利益の割合（マイナスの場合は０とする。）をもって取引価格から利益

相当額の排除を行う。 

 

（申請書の提出期日等） 

第９条 規則第３条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、交付申請書（第

１号様式）を知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

(1) 収支予算書（第２号様式） 

(2) 新規開催大会の場合は、大会企画書（任意様式）又は大会計画書（任意様式） 

(3) 新規開催大会でない場合は、前回の収支決算書（任意様式）他、開催事実がわか 

る書類 

３ 補助事業者は、前項の申請を行うにあたって、消費税及び地方消費税を補助対象経費

とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63年法律第

108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合

計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額

して交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請書に添

えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

 

（暴力団排除） 

第 10 条 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 10 条の規定に基づ

き、補助事業者が次の各号に該当する場合は、補助金交付の対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77号)第２条第６ 

号に規定する暴力団員 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 

(3) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに第１号に規定する暴力団員に該当する者 

があるもの 

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が第１号に規定する暴力団員に該当する 

もの 

２ 知事は、補助事業者が、前項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警察本部長 

に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察 

本部長に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、 

当該個人情報の本人の同意を得るものとする。 



３ 知事は、補助事業者が第１項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は 

一部を取り消すことができる。 

 

（補助金の支払） 

第 11条 本補助金は概算払いとする。 

 

（補助対象の選考） 

第 12条 補助要件を満たす補助事業者からの交付申請額の合計が、補助事業の予算額を超

える場合は、交付の決定に先立ち外部専門家を含めた審査会により補助対象の選考を行

う。 

 

（交付の決定） 

第 13条 規則第６条の規定により交付の決定をしたときは、知事が通知するものとする。 

 

（交付条件） 

第 14条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更をしようとする場合は、すみやか 

に知事の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、

この限りでない。 

ア 補助事業の目的及び主たる内容に影響しない内容の変更、削除又は追加をするこ 

と（補助額の変更を伴うものを除く。）。 

イ 補助対象経費の総額 20％以内で項目間の配分の変更をすること。 

ウ 補助対象経費の総額 20％以内の増額又は減額をすること（補助額の変更を伴うも 

のを除く。）。 

エ 補助事業の収入に係る変更をすること（補助額の変更を伴うものを除く。）。 

オ 補助対象経費以外の経費を変更すること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、すみやかに知事の承認を受けな 

ければならない。 

(3) 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補 

助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに知事に報告し、その指示を受けなけ

ればならない。 

(4) 補助事業の実施にあたっては、法令を遵守し、参加者の安全に配慮しなければなら 

ない。 

(5) 補助事業の実施にあたっては、県の広報活動に協力しなければならない。 

(6) 補助事業の実施に係る広報物（ポスター、チラシ、プログラム等）を作成する際は、 

本補助金の交付を受けて実施している旨を掲載しなければならない。 



（変更の承認） 

第 15条 前条第１号及び第２号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合は、 

変更（中止、廃止）承認申請書（第４号様式）に変更の内容及び理由又は中止、廃止の理 

由を記載した書類を添付して知事に提出しなければならない。 

 

（申請の取下げのできる期間） 

第 16条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付の決定の通 

知を受理した日から 10日を経過した日までとする。 

 

（状況報告） 

第17条 規則第10条の規定による状況報告は、補助事業終了後、次条の実績報告を交付決

定日が属する県の会計年度の末日までに行うことが困難な場合に、事業実施状況報告書

（第５号様式）により、当該年度末日までに行わなければならない。 

 

（実績報告） 

第18条 規則第12条の規定による実績報告は、事業実績報告書（第６号様式）に次の書類 

を添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は交付決定日が属する県の会計年度の翌

年度４月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

(1) 収支決算書（第７号様式） 

(2) 補助対象経費全てに係る領収書等の写し 

(3) 大会当日の様子がわかる写真 

(4) 成果物（ポスター、チラシ、プログラム等を作成した場合のみ） 

(5) 大会及びパラスポーツ教室又は体験会の参加者数 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、前項の 

実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入 

控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告するとともに、その計 

算方法や積算の内訳等を記載した書類を報告書に添えて提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定及び返還） 

第 19条 規則第 13条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、第 13条によ 

り通知した交付決定額と当該確定額が相違する場合に限り、補助事業者に通知するもの 

とする。 

２ 知事は、前項により通知した補助事業者に対し、すでに確定額を超える補助金が交付 

 されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金を返還させる。 

 

 



（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第20条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、実 

 績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除 

 税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書（第８号様式）により、すみやか 

 に知事に対して報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する 

 組織の一支部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行 

 わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本 

 部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全 

部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第21条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若

しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を該当補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 第 18条の規定による実績報告を行わなかったとき。 

(5) 法令、規則、交付要綱若しくは募集要項又は知事の指示若しくは命令に違反した 

とき。 

(6) 公序良俗に反するなど、補助金を交付することが適当でないと認められる事由が 

発生したとき。 

２ 知事は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、その旨を当該事業者に通 

 知するものとする。 

３ 知事は、第１項の規定により交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の該 

当取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、該 

当補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第22条 規則第17条ただし書きの規定により知事が定める期間並びに同条第２号及び第３

号の規定により、知事が定める財産の種類は、次のとおりとする。 

 期 間    減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号） 

        に定める期間とする。ただし、10年を超える場合は 10年とする。 

 財産の種類  物品の取得価格が 10万円以上のものとする。 

 

 



（書類の整備等） 

第23条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、 

 当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類（以下「証拠書類等」という。）は、当該補助事業の 

完了の日の属する県の会計年度の翌年度から 10年間保存しなければならない。 

３ 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保 

存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者（権利義 

務を承継する者がいない場合は知事）に当該証拠書類等を引き継がなければならない。 

 

（届出事項） 

第24条 補助事業者は、所在地、団体名又は代表者を変更したときは、すみやかに文書を 

 もってその旨を知事に届け出なければならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表１（第６条、第７条関係） 

項 目 補助対象費目 

会場借上費 体育館、会議室等の会場使用料 

設営費 会場設営費 

謝金 審判員謝金、講師謝金、看護師謝金等 

通訳派遣代 手話通訳手配料等 

飲食代 大会当日の弁当代等 

印刷費 ポスター、チラシ、リーフレット等の印刷費 

旅費 旅費（打合せ時の交通費を含む。） 

物品購入費 大会、パラスポーツ教室及び体験会で使用する物品の購入 

消耗品費 文具、用紙等 

消費税 対象経費に係る消費税 

保険代 スポーツ保険等 

 

別表２（第６条関係） 

１ 人件費 

２ 賞金 

３ 市場価格と比較して著しく高価と認められるもの 

４ 次年度の大会に関する準備経費 

５ その他、県が不適当と認めるもの 

 



第１号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

令和  年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

申請者 郵 便 番 号：               

住   所：               

団 体 名：               

代表者氏名：               

 

障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金交付申請書 

 

障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金について交付を受けたいので、関係書類を添

えて次の通り申請します。 

 

１ 補助事業の概要 

大 会 名 称  

大会を開催 

する場所 

（会場名） 

 

（会場住所） 

大会開催日 令和  年  月  日 パラスポーツ教室又は体験会 有 ・ 無 

大 会 概 要 

 

パラスポーツ教室又は体験会の概要 

 



大会ホームページ URL  

想定参加人数 人 前回大会の参加人数 人 

団 体 活 動 概 要 

 

担当者 

ふりがな  

氏 名  

電話番号  

メ ー ル  

添付書類 

□ 収支予算書（第２号様式） 

 

＜新規開催大会の場合＞ 

□ 大会企画書（任意様式）又は大会計画書（任意様式） 

 

＜新規開催大会でない場合＞ 

□ 前回の収支決算書（任意様式） 

□ 前回のポスター、チラシ 

 

※交付申請書と合わせて提出する添付書類に✔を入れてください。 

 



２ 団体の役員等氏名一覧 

 

団体名：                   

（     年  月  日現在の役員） 

氏名（カナ） 氏名（漢字） 生年月日 性別 住所 役職名 

ｶﾅｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 神奈川 太郎 S 30 3 20 M  代表者 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

（記入上の注意） 

氏名カナは、半角カタカナで記入。生年月日は、半角英数字で大正は T、昭和は S、平成は

H で記入。性別は、半角で男性は M、女性は F で記入。 

 

３ 誓約 

誓約 以下に記載のとおり誓約いたします □ 

（１） 当団体は、暴力団ではありません。 

（２） 役員等氏名一覧に記載した全ての者は、前号に該当するか否かの確認のために個人情

報を神奈川県警察本部長に提供することに同意しています。 

（３） 当団体は、代表者又は役員（法人格を持たない団体であっては、代表者）のうち暴力

団員に該当する者はありません。 

（４） 当団体は、県税その他の神奈川に対する金銭債務の支払いに滞納がありません（ただ

し、地方税法第 15 条に基づく徴収猶予を受けている場合を除く）。 

（５） 本申請に係る役員名簿以外の一切の情報を神奈川県が公開することについて、同意し

ます。 

（６） 申請内容及び添付資料の記載された情報に偽りはありません。情報に偽りがあること

が発覚した場合には、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てませ

ん。 

 



第２号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金 収支予算書 

 

団体名：                       

 

＜収入＞ 

項目 金額 内訳（算出根拠 等） 

   

   

   

   

   

合計（Ａ）   

※収入合計（Ａ）と支出合計（Ｂ）が同じ金額になるように記入してください。 

 

＜支出＞ 

項目 金額 内訳（算出根拠 等） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

合計（Ｂ）   

※補助対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数があるときは、その端数金額 

を切り捨てます。 



第３号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

令和  年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

申請者 郵 便 番 号：               

住   所：               

団 体 名：               

代表者氏名：               

 

障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金に係る事前着手届 

 

補助金の交付等に関する規則第３条に基づき交付申請する下記事業について、次の理由 

により交付決定前に事業着手しますので届け出ます。 

なお、事業実施にあたっては、補助金の交付要綱等を遵守し、県の指導に従うものとし 

ます。 

 

１ 事前着手する事業の名称 

  障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金に係る補助事業 

 

２ 事業の概要 

 

 

３ 事前着手の理由 

 令和 年 月 日から事業に着手する必要があるため。 

 

 

４ 事業着手年月日及び事業完了予定年月日 

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日



第４号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

令和  年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

申請者 郵 便 番 号：               

住   所：               

団 体 名：               

代表者氏名：               

 

障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金変更（中止、廃止）承認申請書 

 

  年  月  日付けで交付決定を受けた障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金

に係る補助事業を次のとおり変更（中止、廃止）したいので承認を受けたく、関係書類を

添えて申請します。 

 

 １ 変更（中止、廃止）の内容 

事業の内容 変更（中止、廃止）前 変更（中止、廃止）後 

   

 

 ２ 変更（中止、廃止）の理由 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

令和  年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

申請者 郵 便 番 号：               

住   所：               

団 体 名：               

代表者氏名：               

 

障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金事業実施状況報告書 

 

  年  月  日付けで交付決定を受けた障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金

に係る補助事業の   年  月  日現在における実施状況を、次のとおり報告します。 

 

大会実施日 令和     年      月      日 

大会実施状況 ・大会の実施について 

 

 

 

 

・パラスポーツ教室又は体験会の実施について 

 

 

 

 

 

大会経費の項

目別収支状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



第６号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

令和  年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

申請者 郵 便 番 号：               

住   所：               

団 体 名：               

代表者氏名：               

 

障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金事業実績報告書 

 

  年  月  日付けで交付決定を受けた障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金に

係る補助事業の実績を、次の関係書類を添えて報告します。 

 

 

大会名称  

大会開催日  

大会参加人数 人 
パラスポーツ教室 

又は体験会参加人数 
人 

 

 

 （添付書類） 

1. 収支決算書（第７号様式） 

2. 補助対象経費全てに係る領収書等の写し 

3. 大会当日の様子がわかる写真 

4. 成果物（ポスター、チラシ、リーフレット等を作成した場合のみ） 

 

 



第７号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金 収支決算書 

 

団体名：                       

＜収入＞ 

項目 金額 内訳（算出根拠 等） 

補助金  障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金 

   

   

   

合計（Ａ）   

※収入合計（Ａ）と支出合計（Ｂ）が同じ金額になるように記入してください。 

※補助金は交付済額を記入してください。ただし、交付決定後に補助額に変更が生じた場合は 

「変更承認額」を記入してください。 

 

＜支出＞ 

項目 金額 内訳（算出根拠 等） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

合計（Ｂ）   

※補助対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てま

す。 



第８号様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

令和  年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

申請者 郵 便 番 号：               

住   所：               

団 体 名：               

代表者氏名：               

 

  消費税仕入控除税額報告書 

 

年  月  日付けで交付決定を受けた障がい者スポーツ地域大会振興事業補助金に

係る消費税仕入控除税額について、次のとおり報告します。 

 

 

１ 補助金の額の確定額                 金       円 

 

２ 消費税の申告の有無（どちらかを選択）          有   ・   無 

 

（２で「無」を選択の場合は以下不要） 

３ 仕入控除税額の計算方法（どちらかを選択）       一般課税 ・  簡易課税 

 

（３で「簡易課税」を選択の場合は以下不要） 

４ 補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額   金       円 

 

５ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額    金       円 

 

６ 補助金返還相当額（５から４の額を差し引いた額）   金       円 

 

 

（注）１ 別紙として積算の内訳を添付すること。  

２ 補助金返還相当額がない場合であっても、報告すること。 

 


